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R6.10.8 時点 

令和６年度 技能職員の勤務労働条件について 回答案（労安） 

要求 回答 

12．新型コロナウイルスの感染拡

大で得た経験を踏まえ、今後の新

興感染症等からの感染防止をはじ

め、あらゆる災害から市民および

職員の安全を確保するためにも、

業務執行体制を構築することはも

とより、職員が安心して業務に従

事できるよう、労働安全衛生面に

十分配慮した職場環境の整備を図

るなど、最大限の対策を講じるこ

と。 

また、職員の労働安全衛生管理に係る責務は各

所属長が担っていることから、新型コロナウイル

ス感染症の経験を踏まえ、新興感染症や大規模自

然災害への対応について、各職場の安全衛生委員

会等において協議され、職場実態に応じて対策が

適切に講じられるよう、職員の健康管理、安全管

理等について情報発信等に取り組んでまいりた

い。 

 

14．すべての労働災害・職業病を

一掃するという強い決意を持って

労働安全衛生管理体制の充実・強

化を図り、現場実態に即した労働

災害防止対策を講じること。また、

労働安全衛生上必要な物品に対す

る備蓄の充実を図ること。 

本市においては、総括産業医・健康管理担当

医・労働安全コンサルタントおよび各所属産業医

を配置し、安全衛生管理体制の整備に努めてい

る。一方、職員の労働安全衛生に係る責務は各所

属長にあり、各所属・職場に安全衛生委員会が設

置されていることから、総務局としても、各安全

衛生委員会で有効な議論が行われ、各所属・職場

での取組が充実したものとなるよう、取組を進め

てまいる。 

 公務災害の未然防止・再発防止の観点において

は、各所属の要請により労働安全コンサルタント

を派遣し、各所属で有効活用されているところで

ある。その他にも、熱中症については、今後も引

き続き各所属と連携しながら、予防対策はもとよ

り、応急処置等についても積極的に情報発信等行

い、実効性のある対策となるよう努めてまいりた

い。また、各所属において現場実態に即したリス

クアセスメントや適切な対策を実施できるよう、

講習会等の実施など引き続き取り組んでまいる。 

 職員の健康管理について、昨年４月に策定した

職員健康保持増進のための指針に基づき、職員の

高齢化も見据え、心身両面の総合的な健康保持増

進を図るため、健康管理・安全管理についての情

報発信や啓発等に取り組んでまいる。 

 また、労働安全衛生に係る法改正等についても

必要な周知を行うとともに、職員の健康増進や安

全管理の意識の高揚を図るために、随時、効果的

な情報発信を行ってまいりたい。 

 労働安全衛生法上必要な物品については、各職
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場の安全衛生委員会等において協議することで、

職場実態に応じた対応ができるように、必要に応

じて情報を提供してまいりたい。 

 また、アスベスト対策について、必要に応じて

所属に情報を提供するとともに、大阪市アスベス

ト対策連絡会議において引き続き、総務局として

職員の健康管理の観点から、同会議において適切

に対応してまいりたい。 

 


